
避難確保計画                                                 

 平成２９年６月の水防法の改正に伴い、※１洪水及び土砂災害リスクの高い区域にある※２要配慮者施設 

（以下「施設」という。）の管理者に避難確保計画（以下「計画」という。）の作成及び避難訓練の実施を義

務化し、利用者の確実な避難確保を図るようになりました。計画の作成については、「避難確保計画作成・

避難訓練実施の義務化について」（平成 30 年５月２日付浜健障第 108 号）において、通知しているところで

すが、改めて通知内容をお知らせいたしますので、計画の作成及び提出をしていない施設についてはすみや

かに計画作成及び提出をするようにしてください。（洪水及び土砂災害リスクの高い区域に該当しない施設

は計画の作成及び提出は不要です。） 

※１ 洪水及び土砂災害リスクの高い区域 

 浸水想定区域及び土砂災害（特別）警戒区域を指します。 

※２ 要配慮者利用施設 

水防法、土砂災害防止法等における要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主と

して防災上の配慮を要する者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者）が利用する施設を指

します。 

なかでも社会福祉施設とは、障害者支援施設・地域活動支援センター・障害福祉サービス事業の用に供す

る施設・児童福祉施設・障害児通所支援事業の用に供する施設などを指します。 

（１） 洪水及び土砂災害リスクの高い区域に存する施設が行う必要があること 

・計画の作成・提出 

計画の作成及び提出をしていない施設については、速やかに作成及び提出をお願いします。また、既に

計画を提出している施設において、計画の変更を行った場合は、変更後の計画の提出をお願いします。 

・避難訓練の実施  

  作成した計画に基づく避難訓練を年１回以上実施してください。 

なお、他の規定に基づき既に同様の情報伝達訓練や避難訓練を実施している場合は、当該訓練の実施を

もって代えることができます。 

※災害の種類によって避難場所や避難経路が異なる場合は、その旨を従業員等に周知願います。 

（２）作成する様式 

 添付資料①に記載の方法により、市ホームページより届出書の様式をダウンロードし、作成をお願いしま

す。 

 以下に応じて作成する様式が異なりますのでご注意ください。 

新規で計画を作成する場合     ⇒ 様式１「避難確保計画作成届出書」  

                 ⇒ 「避難確保計画書」 

施設に変更や廃止があった場合  ⇒ 「避難確保計画作成等変更・廃止届出書」 

 ②チェックリスト（添付資料②） 

 ③避難訓練実施報告書（添付資料③） 



（３）提出方法・提出先 

（２）において作成した各様式について、以下により提出してください。 

【提出方法】メール、郵送（メールの場合は、ＰＤＦデータにて提出） 

※郵送の場合の提出部数は１部としてください。 

【提出先】浜松市健康福祉部障害保健福祉課 指導グループ

     〒430-8652 浜松市中区元城町 103 番地の 2 浜松市役所本館２階 

     メールアドレス syoghuku-shidou@city.hamamatsu.shizuoka.jp 













事  務  連  絡 

令和５年 11 月 8 日 

要配慮者利用施設 管理者 様 

浜松市長 中野 祐介 

避難訓練実施報告の義務化について 

日ごろ、本市行政に御理解、御協力を賜り、ありがとうございます。 

さて、水防法と土砂災害防止法により、浸水想定区域や土砂災害（特別）警戒区域内の要配慮者利用施設

において、作成した避難確保計画に基づく避難訓練の結果を施設管理者が報告することが義務化されており

ます。 

つきましては、貴施設が上記区域内に該当することから、義務化の対象となりますので、年１回、避難訓

練を実施したうえで、その結果の報告をお願いします。 

記 

１ 浜松市対象施設 

・浸水想定区域内に存する要配慮者利用施設 

・土砂災害（特別）警戒区域内に存する要配慮者利用施設 

２ 避難確保計画に基づく避難訓練の実施・報告 

(1) 提出方法 

URL 又は QR コードよりインターネットで回答 

【https://logoform.jp/form/Savd/252304】

(2)提出期限   

避難訓練の実施からおおよそ 1ヵ月以内（毎年報告してください） 

(3)その他 

なお、他の規定に基づき既に同様の情報伝達訓練や避難訓練を実施している場合は、当該訓練の実施を

もって代えることができますが、訓練実施報告は必ず行ってください。 

※災害の種類によって避難場所や避難経路が異なる場合は、その旨を施設職員等に周知願います。 

３ その他 

避難や防災に関する情報収集の手段として、「浜松市防災ホッとメール」の登録をお薦めし 

ます。（登録方法は、別紙のとおり） 

４ 問合せ先 

             浜松市障害保健福祉課 053-457-2860  担当 河村 

令和 5 年度 例

URL 及び QR コー

ドは毎年更新され

ます。

令和 6 年度分につ

いては、改めて連絡

します


